
○下河辺委員長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第 9回 「東京電力に関

する経営・財務調査委員会」を開催いたします。

本 日は、お忙 しい中御参集いただき、ありがとうございました。

当委員会は、去る 6月 16日 の第 1回委員会以来、厳 しい時間的な制約の下で、東京電

力の資産の厳正な評価 と、徹底的な経費の見直しを行い、国民負担の最小化 と電力の安定

供給の実現という国民の皆様の期待に最大限応えることができるよう、本 日まで鋭意調査

を進めてまい りました。

御案内のとお り、今週の 26日 には、原子力損害賠償支援機構の開所式が挙行 され、い

よいよ業務を開始しようとされています。

支援機構は、東京電力からの支援の要請を受け、共同して特別事業計画を策定するとさ

れてお り、当委員会の報告書が、この特別事業計画策定に当たっての重要な素材 となるこ

とが期待されてお ります。

当委員会の報告書は、東京電力の今後の在 り方を左右する極めて重要な意義を有するも

のとなります。

本 日は、東京電力の、言わば歴史的とも言 うべき、さまざまな改革を実現するための大

きな一歩を踏み出すための報告書のとりまとめに向けて、前回の委員会に引き続きま して、

委員の皆様 と幾つかの論点について議論 し、最終的に報告書をとりまとめてまい りたいと

存 じます。積極的な御議論と御協力をどうぞよろしくお願いいた します。

以上、開会に当たっての委員長のあいさっとさせていただきます。

それでは、早速ですが、これから議事に入 らせていただきますので、報道関係者の方は、

ここで恐縮ですが、御退室をお願いいた します。

(報道関係者退室 )

○下河辺委員長 それでは、早速議事に入 ります。前回の委員会に引き続き、報告書のと

りまとめに向けまして、これから事務局よりお配 りする報告書の案文を基に、委員の皆様

と討議を行いたいと考えてお ります。

まず、事務局より、机上配付で資料を配付させていただきます。

御準備の方は、よろしいでしょうか。それでは、西山事務局長から意見交換、討議に入

ります前に、ただいまお配 りいたしました報告書の案文のポイン トについて御説明をいた

だきたいと思います。

西山さん、よろしくお願いします。

○西山事務局長 ありがとうございます。それでは、まず、資料の確認をさせていただき

たいと存 じます。封筒の中に入っているかと思いますが、この委員会報告 (案 )と 書いて

ございますのが、報告の本体でございます。基本的には、委員各位 との関係では、昨日夕

方、昨晩、少 し遅くなってしまいまして申し訳ございませんで したが、お届けをしたもの

と同じものだと御理解をいただきたいと思います。

それから、報告 (案 )の別紙、報告がまとまりました際には一体化するものでございま



すが、それが付いてお ります。

それから、今日特に御議論をいただくであろう点ということで、特に最後の東京電力の

長期的な在 り方、特に料金関係については 2つ ほど資料を、表現ぶ りについては資料をお

配 りをしてございます。横長の資料です。

資料 4と い うことで、これはチームリーダーであられる斎藤卿l長 官室が中心に作成いた

だいたものでございますけれ ども、委員各位には、既にごらんいただいていると承知して

お りますが、総論とい うことで、資料 4が付いているということになつてお ります。

それでは、私の方からは、まず、委員会報告、それからもう一つは、委員会報告がとり

まとまりました場合には、当然のことでございますが、この本体、別紙、それから後で御

議論いただきますが、その総論が とけ込んだもの、この 3つが報告書 とい う形になりまし

て、これがすべて公表されるとい うことになる予定でございます。

それでは、私の方から資料 1に沿いまして、これは前回委員にいろいろ御指摘いただい

た点、それから、その後、私が個別に回らせていただいて委員からちょうだいした点。更

に 、 京電力さんとの間で、当然、数字の誤 り、事実の誤

りがあるか、ないか。それから東京電力さんからごらんになつて、いわゆる営業上の秘密

に当たるものであつて、特に公開が望ましくないものについて意見をいただくための調整

のプロセスを取つてまいりまして、基本的には、それらの踏まえたものとしてつくられて

お ります。

本 日は、したがいまして、それ らを踏まえました主な変更点、それから特に委員各位か

ら御指摘があつた点を中心に御説明をいただくことにいたしまして、前回までに既に御説

明した点につきましては、省略をさせていただきます。

従いまして、結果において飛び飛びになりますが、早速でございますが、資料 1の 22

ページに進ませていただきまして、これは中身の確認でございますけれ ども、今回、御案

内のとお り、原子力発電所の稼動時期につきまして、 3つケースをつ くつてお りまして、

それをどう表現するか、どう説明するかということについて御意見、御指摘があつたかと

思いますけれ ども、それにつきましては、この 22ページにございます ような形で整理を

させていただいてお ります。

22ページロの上の 2段落日のところにございますけれども、具体的には、柏崎刈羽原子

力発電所について定期検査、津波対策工事及びス トレステス ト等を勘案 した上で、技術的、

手続的に想定 し得る範囲で、最も早期、平成 24年度から26年度に順次稼動が見込めるシ

ナ リオ、原子力発電所稼動ケースをメインシナ リオとし、そのほかに柏崎刈羽原子力発電

所の再稼動が原子力発電所稼動ケースよりも各基 1年ずつ遅れる前提で試算 した 1年後原

子力発電所稼動ケース、更にメインシナ リオの対極に位置する前提を置いたケースとして、

柏崎刈羽原子力発電所の稼動を 10年以内には見込まない原子力発電所非稼動ケースの計

3つのシナ リオを設定 したということで、更に柏崎刈羽以外の発電所の取扱いについても、

そこに注記 という形で入れてお ります。



それをまとめたものが、そのす ぐ下にございます、図表 2.1.3.1と い うのがケースにつ

いての説明とい うことで、こうい うまとめ方をさせていただいてお ります。それが 1点 目

でございます。

34ページにまいりまして、これは全般に勿論間違いがあってはいけませんので、最後の

最後、数字のチェックをしてお りますので、大変申し訳ないんですが、今 日お配 りしてい

るものもそ ういうものであるとい うふ うに御理解をいただきたいと思いますけれ ども、今、

お手元にお配 りをしているものをごらんいただきます と、34ページのところに、この後、

各論で議論されてお りますコス ト削減効果がとりまとめて、図表 2.2.4の (1)と い うこ

とで表示をされてお ります。

これは、御説明をさせていただいているかと思いますけれ ども、濃いブルーと薄いブル

ーに分けて図表が表示をされてお りますけれども、濃いブルーで書かれているものが調査

開始時点で見込まれていたコス ト削減策。端的に申し上げれば、東京電力さんがおつくり

になっておられた合理化計画の効果の隔年、10年間の展開値 ということになります。

それに今回、後で申し上げるような注釈が付きますが、委員会で検討 した追加 コス ト削

減策が、その上に薄いブルーで載つてお りまして、これは最終的に額はまだ調整中でござ

いますが、大きなけたで申します と、調査会時点で見込まれたコス ト削減策が 1兆 1,853

億円、追加的に検討 したコス ト削減策が 1兆 3,602円 とい うことにな りますので、約 2兆

5,000億前後ということになろうかと思います。これが トータルの数字 ということになり

ます。

それから、45ページにまい りまして、直近を足 しましたので、非常に細かい点なのです

が、あえて触れさせていただきますが、週末に東京電力に対する退職公務員の顧間、嘱託
への就職について取 り上げられたことがございましたものですから、単に事実だけを 45
ベージに、注釈の 6と して表示をされていると思いますけれ ども、事実の問題 として顧問

が全体で何人いて、 うち退職公務員が何人で、その年収の総額が幾らで、同様に嘱託の総

数が何人で、うち退職公務員が何人で、年収の総額が幾らであるとい う事実だけを付記し

てございます。

次に、49ページ辺 りから退職給付 ということで、これも何度か御説明 してお りますので、

内容自身が新 しくなっているわけでは必ず しもございませんので、御説明させていただき

ませんが、いわゆる年金制度の取扱いについて議論をしてお ります。



もともと私どもが

御説明をさせていただきました私 どもが東京電力さんと議論をするたたき台になつていた

案、すなわち 53ページに総括表が出てお りますけれども、甲案、乙案、丙案とい う3つ

の案がもともと、これ自身は前回、前々回と内容が変わつてお りませんけれ ども、それを

書いてございまして、甲案とい うのは、現役のみを対象にする案、乙案は OBを含める案、

丙案は、更に一時金の 10%削 減を加える案とい うことになつてお りますが、この甲、乙、

丙とい う3案 を委員会として検討 し、そのインパク トを図示すれば 51ページのとお りに

なるとい うことだけが書いてあります。

|||154ペ ージの 2.4.4.61、 制度変更についての東電の考え方とい うことになつてお

りまして、

■■読み上げさせていただき
先ほどの甲、乙、丙ですが、

ます と、タスクフオース事務局から東電に対 して上記 3案、

それを提示 した結果、東電は DBにつき、確定給付部分につ

き、現役の従業員のみならず、受給権者についても再評価率の下限を引き下げる方法で検

討 してお り、

体的な手続については云々かんぬんとい うことにな

ってお りまして、最後に締めくくりとしては、今後、特別事業計画の策定に当たつて、広

く国民の理解を得ることができるよう、国民負担の最小化、合理化施策全体の中での退職

給付の位置づけ等を踏まえ、東電はtll度変更の具体案について真摯に検討すべきであると

い うだけの表記になつてお ります。

ちなみに、先ほどの総括表もそ うですが、私どもも 10年 間の数値計画を立てる必要が

ございますので、何らかのものを織 り込む必要がございますので、それは、後の数値計画

のところで注記をしてございますが、一応、甲、乙、丙とい う3案がございますので、そ

の真ん中の案 ということで、乙案を実施 したとしたらという効果を一応盛 り込んでおりま

す。あとで出てくる数値計画は、それを基に計算がなされているとい うことであります。

それから、ページが飛びまして 104ページからいわゆる数値計画についての議論が書か

れてお ります。

これも最後の最後のチェックをしてございますので、細かな数字のところは全 く変化が

ないとは言い切れないところがございますけれ ども、その後、その後 と申しますのは、前

回あるいは前々回の御議論を踏まえた後、数字そのものはずつと変動 してきてお ります。

その結果をとりまとめたものが、106ペニジの最後の段落 「この結果」と書いてあると



ころでございまして、この定性的な傾向については、かつて御説明させていただいたパタ

ーンと一緒でございますが、一応、読み上げさせていただきます と、この結果、原子力発

電所稼動ケースでは、①料金改定 (値上げ)な し、② 5%値上げ、③ 10%値上げのいずれ

のパターンにおいても、実態純資産調整項 目考慮前の段階で資産超過が維持できると試算

されたが、つまり、注釈的に申します と、廃炉コス トの拡大 リスクを考慮 しない段階で資

産超過が維持できると試算されたが、原子力発電所の稼動時期が遅れるとともに、徐々に

純資産が減少 リスクは拡大する試算結果となった。

他方、資金面では原子力発電所稼動ケース、 1年後原子力発電所稼動ケースともに料金

値上げの状況に応 じて、約 7,900億 円から約 4兆 3,000億 円の不足資金が発生することか

ら、資金調達策の検討が必要な状況 となっている。

更に原子力発電所非稼動ケースにおいては、上記の料金値上げのパターンに応 じて、約

4兆 2,000億 円から約 8兆 6,000億 円の資金調達が必要との結果が出てお り、著 しい料金

値上げを実施 しない限 り、当該前提で事業計画の策定を行 うことは、極めて困難な状況に

あるものと思料されるとい うことであります。 もう趣旨は伝わつていると思いますが、そ

うい うことだということを表記 させていただいているとい うことであります。

ちなみに、それらのものの具体的な、数値的な展開は、こちらにお付けをしてお ります、

別紙 ととじてあるもの、ページ数がないので見にくくて申し訳ありません。511紙 8と いう

ものが、前にごらんいただいた折れ線グラフが付いている別紙 8か ら始まつて、今、申し

上げたことを指 し示 しているシミュレーションが実施 されてお りまして、ごらんのとお り、

あるいは先ほど申し上げたとお りでございますが、男1紙 8と 書いてあるベージに出ている

ものが原子力発電所稼動ケースのシミュレーションになつてお りまして、これをごらんい

ただけますと、おわか りいただけますとお り、このケースにおいては、料金の値上げがな

い場合、 5%の場合、10%の場合、いずれ も上側の純資産のラインが一番下ゼロをgllり 込

まない、つまり資産超過であるとい うこと。ただし、このケースであっても、億上げの幅

に応 じますけれども、要調達、つまり端的に言えば、外部か らの、市場からの資金調達が

できないので、機構からの借 り入れをしなければならないと思われる額がこれ ぐらい出る

とい うことになるとい うことにな ります。

更に 3ページ後に、同じことを、原子力発電所の稼動が 1年後にずれた場合のシミュレ

ーションをしておりまして、これですと、ごらんのとお り、値上げがない場合です と、平

成 24、 25、 26、 27年度にかけて債務超過の状況になるとい うことでございます。

更に 3枚後に、原子力発電所非稼動ケースのシミュレーションとい うのが付いてお りま

して、これですと、 5%値上げケースでも基本的にはほとんどの期間において債務超遇に

なるとともに、要調達額が、さつき申し上げましたように、どのケースでも非常に大きな

額、つまり数兆以上、原子力損害賠償支援機構の、今の政府保証枠が 2兆ですか ら、それ

をかなり上回る額の資金調達をしなければならなくなるとい う格好になるとい うことであ

ります。



以上が 105ページ、資金収支の関係の御説明でございまして、109ペ ージ、■0ページ、

111ページの辺 りにまいりまして、ここら辺は、これも原子力損害賠償支援機構に基づい

て、特別事業計画に記載する必要のある関係者への協力要請 と経営責任 とい う欄でござい

ますが、基本的には、いずれの項 目も当た り前のことですけれども、最終的には、機構に

おいて具体的な対策については、判断をされるべき事項であるとい うふ うに書いてござい

ます .

それぞれ 5.1.1は金融機関に対する協力要請 として、事実の問題 として東京電力さんが

どのようなことをお考えであるか ということを記載 した上で、論理的には、どうい うよう

なオプションがあり得るかとい うことを単純に整理 した書き方になつてお ります。

5.1.2に ついては、株主に対する協力要請とい うことを書いてございまして、これについ

ては、特に 111ページの上の第二にとい うところから書いてございますけれども、これは

仮に支援機構が株式の引き受けの要否を検討 した結果、資本注入が必要になつた場合には、

希釈化が起こりますとい うこと、そのための議案の賛成が必要であるとい う事実の整理を

しているとい うことでございます。

いずれにしましても、5.1.3に 書いてございますように、読み上げさせていただきます と、

関係者に対する協力の要請が十分であるか否かについては、東電に対 し必要となる資金援

助の総額や過小資本の解消の必要性等に基づいて、支援についての支援機構 と関係者 (金

融機関、株主等)と の負担のバランス等を踏まえた総合的な検討の上で、支援機構が判断

すべき事項であると考えられると結んでいるとい うことでございます。

同様に、5.2経営責任 とい うところにつきましては、もともとこれも支援機構法に基づ

きまして、冒頭に書いてございますように、特別事業計画に責任の明確化のための方策を

記載することを義務づけられてお りますので、そ ういう意味で、Hlページにございます

ように、一定の経営責任を果たすべきであり、そのことを特別事業計画の中で明 らかにす

べきであるということで、現実に、これまで東京電力さんが経営責任を明確化にする観点

から取られてきた措置、つまり役員報酬の削減措置等々について、かくかくしかじかのこ

とを実施しておられるということについて、112ページに記載をされてお りまして、これ

はファク トの記載でございますけれども、結びとしては、今後の状況に応 じたさらなる経

営責任の取 り方について、東電は支援機構 と真摯に検討すべきであるとい う表現になつて

お ります。

次が、138ページに飛びまして、ここら辺は、電気料金に関する項 目でございますが、

138ページからは自由化料金について議論をされている欄でございますが、この自由化料

金については、もともとこの図表の中に料金原価 と実績の料金原価の乖離について、図表

でいいます と、140ページ、141ページの辺 りにそ うい う図表が付いて ございま して、■
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その上で、150ページについては、現行料金制度 と、その運用の問題点というのが出て

お ります。

ここについては、委員からも御質問がございましたように、基本的には、今の総括原価

主義そのものを変更するという議論はもともとしてお りませんで、書いているのは4点で

ございまして、総原価の把握、つまり名 目値の適正性、つまりあることに 100円 の原価だ

つたら、当た り前ですが、100円 と届けてくださいというのが、総原価の把握の適正性、

名目値の適正性の話で、次の総原価の内容、実質値の適切性 とい うのは、今回のさまざま

な委員会での検討の結果、コス ト削減、つまり 100円 かかつていたものが 90円 にな りま

すねとい う場合には、当然ですが、90円 ということでコス トを管理 してくださいというこ

とが書いてあるということと、 3点 日、電気事業者に対する適切なインセンティブ付与の

必要性 とい うことで、仮に 100円 のものを 90円 にしたものを更に努力をする場合につい

ては、当事者にむ しろインセンティブを付与すべきではない、そのことによつて、自主的

な経営努力を促すべきではないかということ。

最後に、電源法制の不確実性への配慮 ということで、東電が当面する問題 として、原子

力の稼動が不確実な情勢にございますので、稼動する場合にも、稼動 しない場合にも、い

ろいろなコス ト面での影響がございますので、これをどのように料金に織 り込むかについ

てきちんと検討 してお く必要があると、基本的には、この 4点だけを指摘 してお りまして、

これについては、今後、東電についての料金値上げを議論するに当たつて、議論をきちん

としておかなければいけない点ということで記載をしてございまして、その具体的な内容

については、委員会でも御議論いただきましたように、以下、151ページ、152ページの

辺 りに書いてございますが、ここら辺は、基本的に全部○○すべきではないかとい うこと

で、問題提起として整理をさせていただいてぉ ります。

その上で、最後 167ページ、168ペ ージ、169ページに東京電力の長期的な在 り方とい

うことで記載をさせていただいてぉ ります。

前の委員会で御議論をいただいた際に書いてあったものとの、細かい数字の変更も含め

た左右対照表のようなものは、こちらの長期的な在 り方の左右対照表に付いてございます

が、それはそれで細かいこともございますので御参照いただくといた しまして、委員各位
に回らせていただいて、これは、両面からの御議論があったので、なかなか 1つにまとめ

るのが難 しいのでありますが、大きく分ければ 2点だと理解 してお りまして、 1つは、原

子力の稼動についての取扱い評価の点でございまして、168ページの上 2段ですね。中期

的な姿の上から、中期的には東電の受給状況及び収支に与える影響が大きい柏崎刈羽原子

力発電所の云々とい うところから2段落、ここの表記については、これは両面の御議論が

ございましたので、この報告書では、基本的には、前回お示 ししたのと同様の表記とさせ

ていただいてお ります。ここは、 1っ御議論があった、あるいはある点ではないかと思い

ます。



もう一つは、今後の料金の値上げについて表記をどのようにするかとい う点でございま

して、これは、私が各委員を回させていただいたときに、一応、書式は違いますが、中身

は同 じでございまして、この 1枚紙の取扱注意 というものに、 1枚紙の左右対照表に書い

てあるのがそれでございますけれ ども、ということになつてお りまして、左側が原案、右

が代替案とい うことになってお りまして、端的に言えば、料金値上げが必要であるという

表記をどれぐらい強くするかとい うことでございますが、一応、読ませていただきますと、

原案は左側のものでございまして、原子力発電所の再稼動が早いケースであつても料金が

現状に据え置かれた場合には、資金調達が困難な状況が持続することとなり、東電として

の早期の資金面での自立は困難 となる。こうした状況を踏まえて料金値上げを検討する場

合には、国民負担の最小化を図るために、本報告が論 じた調達コス ト、人件費各面での徹

底的なコス ト削減が必要となろう、これが原案でございます。

これに対して、料金の値上げの必要性をもう少 し前面に出したものが、右側代替案で書

いているものでございまして、原子力の再稼動が早いケースであつても、料金が現状に据

え置かれた場合には、政府保証枠 2兆 円の枠を超える多額の資金の調達が新たに必要とな

るが、このような政府資金のみを当てにした資金計画は、国民負担の最小化の観点から望

ましくなく、東電として一定の範囲内で自立的に資金繰 りを維持できる事業計画を策定す

るためには、一定程度の料金値上げが必要 と考えられる。ただし、こうした事業を踏まえ

て料金値上げを実施する場合には、国民負担の最小化を図るために、本報告が論 じた調達

コス ト、人件費各面での徹底的なコス ト削減が大前提となることを忘れてはならないとい

う、この 2つの表現でございまして、これは両方の御意見がございま したので、今 日、御

議論を深めていただいて、落ち着きどころを探 させていただければと考えてお ります。

最後に、先ほどと同じような観点から、料金制度や運用についての検討が遅れることで、

料金値上げそのものの足かせになつてはいけないとい う御指摘もございましたので、168

ページの最後 4行 ぐらいのところに書いてございますが、東電の今後の状況にふさわしい

料金制度及びその運用について、規制当局において真摯な検討が速やかに行われるべきで

あるとい うふ うに記載をしてございます。

私からの御説明は、以上でございまして、恐らくこの総論のところはよろしいんですね。

○下河辺委員長 簡単にお願いします。

○西山事務局長 一応、これとは別に、先ほど御紹介をさせていただきましたとお り、資

料 4と して、これは、委員各位は既にごらんいただいていると思いますので、私の方から

詳 しく申しませんけれ ども、チームリーダーである齋藤副l長 官室スタッフの方に作成をし

てぃただいたものでございますが、今回のとりまとめに当たつての総論 とい うことで、ま

ずは 「はじめに」とい うことで、今回の福島原発の事故が持つさまざまな意味での、歴史

的な意味、インパク トといつたようなことが書かれております。

それから、 2ページに行きまして、東電問題に立ち向かう前提についてとい うことで、

東電問題がはらんでお ります複雑性 というんでしょうか、いろんな意味で損害賠償、事故



処理のコス ト、それに対する政府が関与をどれほどのものとするか、東電の努力をどれほ

どのものにするかといつたようなことについての複雑性、それからそれの将来的な影響度

の大きさといったようなことが記述されてお ります。

その上で、3ページの下、本委員会の使命 と役割 とい うことで、これ らを解決する上で、

この委員会がどうい う役割を果た し、検討を行ってきたかとい うことについての記述が行

われてお ります。

特に、使命 と役割の最後のところに当然のことでございますけれ ども、この委員会の基

本的な使命は、これ ら以上の視点をもつて調査分析された結果や意見を新たに補足 した原

子力損害賠償支援機構に引き継 ぐことにあるということで、その新機構において、更に詳

細かつ的確な基礎調査 と、制度や政策にまで深 く切 り込んだ分析が実施 されることを期待

したいというふ うに結んでお ります。

更に、この調査分析結果を受けての意見とい うことで、 5つ ほど書かれてお りまして、

1つは、今の東電の経営財務を調査 した結果として、いろいろな意味での非効率が明確に

存在するとい うこと。それから、 2番 目に、いろんな改善策が実効されたとしても、それ

がさまざま、ここに書いてございますような賠償の支払いあるいは汚染水の処理等々のコ

ス トが非常に大きいということにかんがみると、東電の経営は、支援機構の一定の管理の

下に置かれることになると思われるとい うのが 2点 目。

3点 日は、長期にわたって特別負担金及び一般負担金の支払いを含めた特別事業計画を

考えなければいけないとい うこと。

4番 目、これは過度な経費の削減や人件費のカットが、東電の企業能力を低下させると

いうことにならないようにすることが必要であるという点。

5番 目、特に東電については、その企業体質、企業文化を転換 し、風通 しのよい新 しい

企業文化を育てる必要があるとい う点。この 5つ が書かれてお ります。

更に、最後、 4番 目として、東電改革 と関連する幾つかの課題 とい うことで、また、更

に今回の委員会で時間的な制約が処理できなかった課題 とい うことで、さまざまなことが

直接東電の事業に関する課題、これが (1)に書いてございますが、(2)に もう少し広い

原子力政策にも関わるような課題。(3)と して、更に、いわゅる電力供給システム全体に

及ぶような課題、そして、最後に 4番 日、料金の引き上げ問題をどう考えるかについての

考え方を整理 しているとい う格好になってお ります。

以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。資料 1の委員会報告 (案 )の本体部分につき

ましては、ただいま西山事務局長の方から、全部で 9点にわたって指摘 と御説明をいただ

きました。

1か ら8は、特に御異論がないかと思いますけれ ども、最後に挙が りました 9、 この資

料 1の本体でいけば、最後の 168ページ、169ページのこの両ページにかかるところ、資

料 2と して、前回委員会との対照表も配 られてお ります し、その中では、前回委員会以降、



事務局の方で、各委員の方を回つていただいて、再度御意見を伺った限 りにおいて、現時

点においても、原案、代替案とい う2案についての御意見が委員会内に存在するというこ

とで、資料 3をお配 りしてございます。

それから、資料 4と いうことで、総論 と題 しているものをお配 りしてございます。初め

に、この総論の取扱いについてお諮 りいた しますけれども、昨 日の段階での御説明になつ

て大変恐縮ですけれ ども、私のところに報告をいただいている限 りでは、基本的に委員の

皆様御了解をいただいているとい うことでございますので、内容的には、特段御異論がな

ければ、これで了とい う形にさせていただきたいと思います。

総論と題 してお りますけれども、これを来週、最終的に提出するに当たつての冊子にお

いて、どこにレイアウ トするか、報告書の頭に持つてくるのか、別紙の前の本体部分の巻

末に持つてくるのかという問題が若干あるかと思いますけれども、私の委員長の個人的な

考えとしたら、報告を終えるに当たつてとい うような中身になつてお りますので、終わり

に当たつてとか、そ うい うような形で、資料 1の後ろにこれを付けた方が、読んでいただ

く限 りにおいても御理解がしやすいのではないかと思つてお りますけれ ども、その点につ

いてお諮 りいたしますけれども、何か御意見、おありでございますか。

ollll これは、170ページありますね。中身から見て、これは 170ページを丹念に

読む食欲が湧 くようなものではないんですね。まず、どうい う姿勢で書いているのかとい

うのをわかつてもらうために、頭に置 く方がいいんではないかと思 うんです。総論ですか

らね。総論は通常、頭にあるので、これは頭に置いて、こういう姿勢でや りましたとして

おいて、後に作業の中身は詳 しくありますから、それを見てくださいとい う方が私はよろ

しいかと思います。

○下河辺委員長 ||||か らは、巻頭に置いた方がよろしいのではないかとい う御意見

がございました。先ほど申し上げた私、委員長の個人の考えとも違 う御意見をちようだい

いたしましたけれ ども、ほかの委員の方は、内容をお読みいただいた上で、御感想、御意

見、ございますでしようか。

読んだ限 りでは、||||が おつしやられる代物ではあるんですけれ ども、かといつて、

報告書の 170ページに及ぶ本体部分を、ある意味では客観的に要約 した代物 とも、ちよつ

と微妙に違 うところがなきにしもあらず という感が私は個人的にしてお りまして、どちら

かと言 うと、先ほども申し上げたような、巻末に置いて、報告を終えるに当たつて、この

ような所見を抱いているというふ うにした方が、これをお手に取つた関係者の方が、どれ

ほど最後のところまでたどり着くかとい う問題は確かにあるかもしれませんけれ ども、ち

ょっとよろしいのではないのかなとい う感は正直いたしておるんですけれ ども。

ollll これは要約ではないんですね。大局観なんですね。だから、問題に臨む大局

観はこうい う姿勢であるということを最初に示しているわけで、これはやはり前に置いて

おかないと、参考資料 という形の扱いにな りますから、副長官の、夕不クフオースリーダ

ーの基本姿勢、取 り組む姿勢はこうい うことなんですよとい うことをまず明らかにしてお
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いて、作業そのものは、具体的な作業が次に出てくるわけなので、そ うしないと意味がな

くなると思います。

○下河辺委員長 御意見ありがとうございました。

副長官にお尋ねするのもあれですけれ ども、最終的なレイアウ トの問題で何か。

○仙谷前内閣官房副長官 今、ちょっと拝見した限 りでは、少なくとも4ページの 3の前

まで、本委員会の使命 と役割のところまでは前に持ってきた方がいいんではないかとい う

感 じがしますね。論理的には、そこから具体的な調査・分析結果があって、それを受けて

のまとめ的な考え方としてはこうだと、それから、課題 としてはこうい うものが残つてい

るとい うことになるんだろうけれ ども、■||■ がおっしゃるように、ここでぶち切つて、

一番前と後ろにつないだら、かえつてわか りにくくなるかなとい う感 じもするものだから、

構えとして、大上段過ぎるかもわからないけれ ども、問題意識 としては、こうい うミッシ

ョンをいただいたとい う意識でこの調査をや りましたという話ならば、やはり前に持って

きておいた方が格好はいいかなという感 じがします。

○下河辺委員長 ありがとうございます。

ほかの委員の方から、御意見な り、御感想。

○|||| そ うですね。初めの方が。

○下河辺委員長 よろしいですか。

○|||1 最初にどかんとぶつけておいた方が。

○仙谷前内閣官房副長官 要するに、本体もそ うですけれども、対東電に対 しても、ある

いは国民に対 しても、政府に対 しても、これから解決 しなければならない課題は、大テー

マ、中テーマ、小テーマ、具体的なテーマがこれだけありますよとい う話ですね。今の時

点で結論を出せない問題 というか、あるいは、もう少 し言えば、政治的にも、国民的にも、

万機公論を呼び覚まさないと、専門家だけでやることについては、テーマとして、特に今

日的な、こういう時代の中のテーマとしては、そ う簡単ではないですねと。ただ、具体的

には、こうい うデータ、あるいはこうい うシミュレーションに基づいて、問題点はこうこ

うあります、これは本気でやってもらわなければ困りますと、こうい うことがわかるとい

う話ですね。だから、そ うい うことをより警鐘乱打して、国民の皆さん方に危機感を持っ

て、この問題を真剣に考えていただくために公表されるとい うことならば、どちらがいい

のかと、こういう感 じでひとつお考えをいただければと思います。具体論のところも大変

御努力いただいて、よくゎかるとい うか、新聞で言えば編集委員クラスの方々については、

相当説得的な報告書になっているんではないかと私は思います。

○下河辺委員長 ありがとうございます。

ほかの委員の方で、特に御意見ございますでしょうか。

○|■■■ 実は、本文の 「はじめに」とい うのは文章がないんですね。ですから、ここ

がちよつと違和感があったんです。何なんだろうと。

○仙谷前内閣官房副長官 これは遠慮 されている。私はそ う思つて。



○西山事務局長 いえ、時間がなかっただけです。

○|||| ですから、この辺に入れる手があるのかなと。下河辺先生の論理的な文章の

構成 としてはわかるんですけれ ども、ちょっとインパク トが弱ぃんです。

○|||| これはr・l題の座標軸みたいなものを提起しているんですね。国の中で、電力

事業というものの位置づけとか、その中で今回あるテーマとかいう座標軸を提起 していて、

その中の座標の 1つ として東京電力の財務調査の委員会報告がついているということにな

りますので、まさに総論だと思 うんです。やはりそれは前に置いておかなかったら意味が

なくなるような気がします。 したがって、これは頭に置く。それは同次の一番前に置いて

おくとい うのがよろしいんではないで しょうか。

○仙谷前内閣官房目1長 官 だから、この 1.1.1以 下の記載は誠に御丁寧な、資料がつ

いて、東京電力と政府のや りとりの中からこの委員会が生まれて、こうい うふ うに開かれ

たとい う概略が書かれているわけですね。その意味内容を「はじめに」のところから 1.

1.1ま でに書くかどうか。書いた方が、より意気込みとい うか、・問題意識が、つまり、

これ的なものをここへ入れることが意味があるんではないかと、こうい うことだと思 うん

ですね。

○下河辺委員長 ||||は 何か御意見ございますか。

○■■■■ 私は正直、前でも後ろでも、どちらでもいいかと思 うんですけれども、確か

に後ろだと最後までたどり着けない方がいらつしゃるので、相当広報活動をや らなければ

いけないなと思 うので、それだったら前で、要するに、国民の方々にわか りやす くすると

い うのも一案かなと思いました。

○下河辺委員長 わか りました。それでは、仙谷前 リーダーからの御意見もいただきまし

たので、巻頭に持ってくるとい うことで、本来的な 「はじめに」とい うところに位置づけ

て、なお、先ほども若千言及いた しましたけれども、巻頭に持ってきたときに、微妙に一

部、文章的に修文した方がよろしいかなと思 うところもなきにしもあらず という感がござ

いますので、もう一度検討 して、修文 レベルですけれども、修文が必要な箇所については、

巻頭に持ってくるのにふさわしい、若千の修文だけは委員長のあれでさせていただければ

と思いますけれども、||■■、よろしゅうございますか。修文にとどりますので、御了
解をいただければと思います。

olll■ はい。お願いします。
○下河辺委員長 では、そうい うことで、巻頭に持つてくるとい うことで。

○西山事務局長 先ほどの確認ですが、そ うすると、一番すつきりするのは、巻頭に、こ

れをある種 「はじめに」にさせていただいて、今 「はじめに」と書いてあるものを 2番 目

に、委員会の審議の経緯 と委員会の活動みたいな感 じに、今の 1と 書いてあるものにさせ

ていただいて、全体で 1、 2、 3と い う3部構成になります とい うことでよろしいでしよ

うか。

○下河辺委員長 はい。

12



〇西山事務局長 では、そのようにさせていただきます。

○齋藤内閣官房副長官 強いて言えば、体裁も少 し、しつらえ方も、これ と同じような。

○西山事務局長 さすがにそれ ぐらいはや らせていただきます。字体がこれだけ違 うので、

それぐらいは勿論や ります。

○齋藤内閣官房副長官 重々しくやるみたいな。せっかくやるならば、そ ういう体裁にし

た方がいいかもしれない。

○西山事務局長 字体は同じにします。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

それでは、本体部分についての御意見をいただければと思います。先ほどの説明では 9

番 目になります本体の 168ペ ージ、169ペ ージの関係についての御意見をちょうだいでき

ればと思います。

○仙谷前内閣官房副長官 先ほど申し上げたように、大変すばらしい出来だと思 うんです

が、今の時点で報告書に書くべきなのかどうなのかは別問題にして、いわゆる世間的に見

れば、これから東電が必要とすべき資金というか、負 うべきであろう債務の中で、書かれ

ていないもの、法律論的に言 うと、なかなかややこしい問題があるかもわか りませんが、

例えば、除染の問題はどうなのか、廃炉の問題、それから、使用済核燃料処理の問題が、

どうも見た範囲では計上されていないような、つまり、発生主義の下で計上されていない

ような感 じなんだけれ ども、それはそ うい う理解でよろしいのかとい うのが 1つ と、それ

から、当面、ガスとか、あるいは石油の部分を多くしてしのいでいくとい う、原子力が一

部不稼働 とか、全部不稼働 とかい う場合には、そ うい うことになると思 うんだけれ ども、

例えば、オイルの年の平均的購入単価 と、もう一つの前提である為替 レー トとい うものが

どのぐらいに想定されて入っているのかということを、これに書くかどうかは別にして、

そのことを教えていただきたぃ。

○西山事務局長 第 1の御質問は 2つに分かれて記載をされているのですが、 1つは、ま

ず、箇所だけあれ させていただきます と、77ページから、廃炉処理の議論がなされてお り

ます。この中に入っているものが何かとぃ ぅのは、さっきの御質問に関係 している部分で

言えば 81ページ辺 りから書いてございます。端的に言えば、ス リーマイルアイラン ド事

故を参考に、もともと東電が計算 されていたものに加えて、どぅい うような、ある種の拡

大 リスクを織 り込んでいるかとい うのは、そこに書いてございます。

それに対 して、ここには書いていないので入っていないとい うことなんだと思いますけ

れども、いわゆる中間処分とか最終処分に関する費用というのは、この委員会の中で御議

論いただいたと思いますけれ ども、どうい う手法を取るのかとい うことが今、確定をして
いないので、その種のものについては、この中に入っていないとい うことになります。

それから、他方、いわゅるサイ トの外の除染の問題です。まさに山林をどうするかとか、

農地をどうするかとい う問題ですが、これは、賠償のところのすぐ後ろになりますけれ ど

も、 1つ は、92ページに注記の 25と い うのがついてお りま して、そこに書いてございま
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す。

○仙谷前内閣官房副長官 注記 というのは、下の欄外。

○西山事務局長 下の欄外のところです。

それから、注記がついている元の本文ですね。その上をごらんいただければ、これは逆

の側からも書いてございます。92ページの上から2段落日です。財物価値の喪失、または

減少等については、固定資産税評価額を利用 して計算をしました。ここでは、対象 となる

財物の価値すべてが喪失したとの仮定で計算を行っているところ、実際には廉価な除染手

段等による回復の可能性もあるため、過大推計となっている可能性があること、反面、除

染を行 う費用が財物価値を上国ることにより損害額が多額となるケースも発生する可能性

があることということで、そこは書いていないということは、そこに書いてあるというこ

とです。その注記が先ほどの注記の 25と いうことになります。

後段については、基本的に:ま 、燃料費については、足下の燃料費を単に将来に円ベース

で伸ばしているだけだと理解をしています。 したがって、将来の為替の想定とか、ガス価

格の変動の想定は全く置いていない。今の料金制度のそのところは、まさに燃料費調機 と

いうことに、上がっても下がつてもとい うことになるので、足下の費用で、今は純粋に伸

ばしていくとぃうことなんで、それは反映 されていないとい うことにな ります。

○仙谷前内閣官房副長官 それは、バレル 100円 、 1ドル 80円 ぐらいの話。

○西山事務局長 そ うなります。今の足下のでや りますから。

○仙谷前内閣官房副長官 そのぐらいの前提で。

○西山事務局長 80円 ではなかったと思いますけれども。

○仙谷前内閣官房闘1長 官 90円。

○|||■  経産省の 3兆円と同じだと思 うんです。あれは 110ぐ らいでやつていると思

います。

○仙谷前内閣官房昌1長 官 110円 。

C)11lIIIII1  1バ 1/ル 110 ドル。

○仙谷前内閣官房冨1長官 レー トは。

o■■■■ だから、あれは足下でやつているんです。
○西山事務局長 足下でも 80円 ではなかつたと思います。

○|||1 85円 とかだつたと思います。

○下河辺委員長 よろしいですか。

○仙谷前内閣官房冨1長 官 それはどうい うふ うに反映するかというのはどこかでやつてい

るんですか。 どのぐらい変わったら、どのぐらい料金に影響するといいますか、そこまで

今回は出ていない。

○西山事務局長 そこまではやつていないですね。これは仮定をさまざまに組み合わせて

いるので、更に仮定を加えると、パターンが多過ぎて何が何だかわからなくなつてくるも

のですから。
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○下河辺委員長 |||IL
olll1 110ペ ージの「関係者への協力要請と経営責任」と書いてあることを確認 し

たいんですが、まず、 5。 1.1の 「金融機関に対する協力要請」のところで、最後のパ

ラグラフで「当該要請が金融機関に対する協力要請として十分な要請であるか否かについ

ては」云々というのがありますけれ ども、これは今、言つている、金利減免はしませんよ

と、それから、残高維持お願いします、これは震災前のものについてですね。それに加わ

るものとして考えているとい うのは、上に書いてあるように、緊急融資分についての残高

要請 ということを言つているんですかとい うのが 1つ の質問です。

それから、 2う 目の質問は、 5。 1.2の 「株主に対する協力要請」のところですが、

ここで言つている株主総会の特別決議による授権枠拡大のための定款変更が必要 とい うの

は、要するに、資本注入をするときに新たに株式を発行するとい うことだと思いますけれ

ども、それは先ほどの 9つの類型で言つたときに、原発が稼働するケースだと、基本的に

は債務超過にならないとい う前提であれば、資本注入ではなくて、機構から行 うものはキ

ャッシュサポー トですね。もともと考えられていたのは、資本注入をして、最終的には社

債発行できるようにする、そ うい うことも考えておつたと思いますけれども、それ との関

係がいまひとつわからないんです。債務超過にして資本注入すれば、公的管理すると、そ

うい うふ うにお考えなんでしょうか。それがまた 5.2の 経営責任のところにはね返つて

くるんだと思いますけれども、ここで経営責任について厳 しく求めるとい うのは、結局、

ほかの破綻会社のときに公的資金が注入 されて経営責任が問われたとい うケースを想定し

ているだろうと思 うんです。今、一番あり得るシナリオとい うのは、資本注入には至 らな

いで、キャッシュサポー トが行われるとい うケースは、どうい うことが想定されているの

かがよくわからない。そこをクラシフィケーションでお伺い したいと思います。

○西曲事務局長 ここ自身は、さっき御説明しましたように、基本的には、いいか懸いか

は別にしまして、最終的な判断は機構でしてくださいとい うことだけが書いてあるので t

ある種、理屈の整理をしているだけなんです。金融機関に対する協力要請について見ると、

今の御質問を誤解 していたら申し訳ないんですが、まず、東京電力そのものが足下でどう

いう要請をしているかとい うのは、その前の 108ページの4.2.3に 書いてあるものを

引薦 しています。先ほど御質問したことも含めて、かなり厳密に、今、東京電力が行つて

いるところの残高要請の内容が書いてあります。それは事実の問題 として書いた上で、5.

1.1の 最後の段落、先ほどの御質 F・3の段落は、まさに今、ファク トとして御紹介 してい

る協力要請が十分な要請であるかどうかについては、支援機構が検討するべきであると書

いてあつて、「また、その際、」以下のところは、もともと御案内のとお り、この支援機構

法とい うのは賠償資金に当てる資金は機構が立て替えるので、プラスマイナスゼロで債務

超過でないという前提で成 り立っているんですけれども、その際に、そ うい う試算でいい

かどうかとい うのは、本来はゼロから考える議論があり得るところなので、そ うい うこと

も含めて検討する。つまり、あらゆる可能性を検討することが可能なようになっていると
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い うことであります。

ollll それはわかるんですけれ ども、理屈から言 うと、例えば、金利減免を伴 うよ

うなリスケジュールを要請するということは、残高維持を要請することと全く逆のことな

ので、要するに、残高維持とい うのは借 り換えするとい うことですね。勿論、あらゆる可

能性は否定できないでしようけれ ども、局面が全然違 うので、想定されているとい うのは、

まず、今、東電がやつていることとい うのは、震災前の 2兆円程度のものについて、短期、

中 。長期も含めて借 り換えを要求 していると、こう言つているわけですね。その次に、震

災後の 2兆円については、約定どお り 10年間で弁済します と言つているわけですね。約

定どお り弁済ではなくて、それも残高維持をお願いするとい うのがその次のステップで、

更に進むと、それこそ、ある意味、法的整理みたいな形になるんであれば、それは当然、

金利減免 とか何とかというのも視野に入つてくると思 うんです。それを全く同じような、

平面に並べて、全部機構で判断 してくださいと言つているように見えるんですけれども、

それは、その前に書いてあることと随分段差があるなという感 じがしたので、ここで想定

されている十分な要請であるか否かとい うのは、単純に金利減免 とか リスケジュールとか

ということではなくて、そうい うことですね。

○西山事務局長 それは単純に、文字 どお りのこととして、十分かどうか検証 してくださ

いとい う以上のことは何も言つていないです。

それから、株式の引き受けについては、これは勿論、機構が最終的に御判断をされるこ

とだと思いますけれ ども、同じく 107ページに書いてございまして、まず、フアク トの間

題 として、もし新株を引き受ける、あるいは東電が発行する場合には、授権枠が非常に限

られているので拡大する必要があるとい うフアク トと、頭の整理 としては、こういう資本

注入の用意については、過小資本の解消の必要性、つまり、必ず しも債務超過ゼロになら

なくても必要な場合もあるかもしれません し、それから、支援機構 としてガバナンスの掌

握の必要性の観点からやられる場合もあるかもしれません。いずれにしても、そ うい うこ

とを総合的に検討 した上で支援機構によつて判断されるべき事項であるとい うのが、むし

ろこちらで書いていることです。

o■||■  あらゆるものについて、全部ニュー トラルで、いろんなオプシヨンを並べて、

それを機構で判断してくださいと言つているだけなんですね。

○西山事務局長 ここではそ うです。

ol■■■  わかりました。

○下河辺委員長 御説明ありがとうございました。

ほかの委員の方から、ほかの点についての御質問、御意見。

ollll ありがとうございます。 2点 ございまして、56ページの「保有資産の洗い出

しと資産売却方針」の前段のところの下から4行 日なんですけれども、文章の最後が 「調

整する予定である。」と書いてあるんですけれ ども、第二者委員会はもう終わつてしまうの

■〔 。
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○西山事務局長 箇所がわからないんですが。

ollll‐ ごめんなさい。56ページの 2.5.1の 前になお書きがあると思 うんですけ

れ ども、 1つ前の行。「調整する予定である。」 と書いてあるんですけれ ども、最初の主語

が東電なんですけれ ども、途中で 「タスクフオース事務局では」となつているので、ちや

んと書いた方がいいです。

○西曲事務局長 主語が違 う。

oll■| そうです。
あと、65ページの 「継統事業・非継続事業の分類方針」とい うところで、(1)の下に

「委員会として」と書いてあつたんですけれども、私の記憶では、委員会として、あの分

け方でいいとい う感 じではなくて、タスクフオース事務局として、そ うい う考え方で整理

しますとい う形で御報告を受けたような記憶があるんですね。ほかのところ、先ほどの賠

償金額の試算のところとか、「タスクフオース事務局では」とい うのが主語になつていたか

と思いますので、「‐委員会として」とい うのが何ページか続 くんですけれ ども、ここの箇所

は 「タスクフォース事務局として」と書いていただけると、事実と合つているかなと思 う

んですけれども、いかがでしょうか。

○西山事務局長 委員がよろしければ。

○下河辺委員長 今の点、おわか りいただけているとは思いますけれ ども、何か御意見ご

ざいますか。

○仙谷前内閣官房目1長官 |■ |■、今の話は、そこから8行 日に 「委員会としては」と

い うのがまた出てきますが、そこは。

ol■■■ そこも含めて、全部 「タスクフォース事務局」で、こうい う形で検討 しまし

たと。その下も、幾つも幾つも「委員会」と出てくるんですけれ ども、その後、 6～ 7ペ

ージにわたつて出てくるので、すべて「タスクフォース事務局」でこうい うふ うに整理 し

ました、検討 しましたという形で書いていただきたいと思いました。何か所かございます。

○西山事務局長 この資産のところは 56ページから始まつていまして、私も今、にわか

に全部はわか りませんけれ ども、例えば、57ページにありますように、タスクフォース事

務局が作業を云々かんぬんしてきて、その結果、委員会としてはこうい うことになつたと。

これは報告書なんで、全部タスクフォース事務局がというのもあれなんで、一応、こう書

かせていただいていますが、そこは御判断なので、これも全部タスクフォース事務局の方

がよければあれですが、作業はタスクフオース事務局がしたとい うのは、そうい うふ うに

書いた方がいいような気もするんですが、全部タスクフォース事務局がというのもちょつ

とあれなような感 じもするんで。

○|||■  私が申し上げたのは、不動産 とか、有価証券とか、それは合意 したと思 うん

ですね。ですから、事業の継続・非継続の整理 とかの機軸があれでいいかとか、そ うい う

ことについては合意はしていないと思つたので、それはタスクフォース事務局で検討 して、

売却の金額を出した結果、こうだつたとい うことでよろしいのかと思 うんです。
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○下河辺委員長 その点については、今の||||の 御意見では、委員会 としては、タス

クフォース事務局の作業の結果についても了承 していないとい う読みになつてしまうわけ

ですか。

○|||■  私の記憶間違いだつたらあれなんですけれども、一回、委員会でそれがあつ

て、事後報告が途中であつて、その後、最後がなかつたような気がするんです。要するに、

途中経過までは聞いて、こうい うふ うに調べてくださいとか、してくださいとい うふ うに

皆さんからの御意見が出ていたと思 うんですけれども、最後の締めがなかつたような、そ

ういう意味でございます。

○下河辺委員長 そ ういう事実があるので、経過があるので、こう書かれてしま うと、委

員としてはちょつと納得 しかねる面が残るとい う御趣旨ですか。

olll■  そ うです。

○下河辺委員長 その点について、何か西山さんの方からございますか。そ うい うことで

あれば、委員長の配慮が足らなかつた点はあるとは思います。

○西山事務局長 ただ、申し訳ないんですけれ ども、これは委員会の報告書としてお出し

になることになるので、委員会と無関係にやつたとい うことにはさすがにできないと思い

ますので、表記は別にして、作業としては、委員会としてオーソライズをされたというこ

とにさせていただかないと、さすがにちよつと

ollll 私は、ここだけ特別にそ うしてくださいと言つているわけではなくて、ほか

のところもタスクフオース事務局で検討 したとい うところが何か所かあつたので、そこと

同じレベルでいいんではないですかと言つているだけで、ほかにそ うい う表現ぶ りがあつ

たので、一緒にしてくださいと言つているだけでございます。

○西山事務局長 わか りました。それでは、不動産のところと同じように、作業はタスク

フォース事務局として行い、その結果、不動産 と一緒にするんであれば、委員会としては、

例えば 472億 円の不動産の売却を図ることができるとの見込みとなつたといつたような、

これと同じでよろしいとい うことですね。タスクフオース事務局が作業はいたしましたと、

その結果、 トータルとして、こうい う。

oll■ | いえ、私がほかの部分と申し上げたのは、損害賠償の仮払金の試算のところ

がタスクフォース事務局でこうい うふ うにや りましたと、 3兆円ぐらいになつたとい う、

そ ぅぃ うような書き方と同じでいいんではないかということを申し上げた。

○西山事務局長 ただ、これは資産売却と資産売却の話なので、作業をXさ んが して、委

員会がオーソライズしたというふ うにしないと、報告書として成 り立たないんではないか

と思いますので、作業としてタスクフオース事務局が行つたというのはよろしいかと思 う

んですが、結果としては、こうなつたとい うのは、報告書なものですから、そ うされるの

がよろしいんではないかと思います。57ページの不動産はそ ういう書き方になつています。

ollll 済みません、ちよつと確認させていただくんですが、87ページから始まる損

害賠償の弁済の状況とか、先ほど仙谷前副長官から御質問があつた除染 とか、そ うい うの
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が入つていませんとか、そうい うのが、タスクフォース事務局でやつたとい うのは、最後、

私、読み込めなかったんですが、委員会として、この金額がどうだとい うのはどこかに書

いてありましたか。

○西山事務局長 いえ、そ うではないんですが、要するに、こちらは推計なんで、つま り、

物理的な作業、技術的な作業をタスクフォース事務局がしたのは、それはそれでよろしい

かと思 うのですけれども、ですので、ここは全く技術的な作業なので、タスクフォース事

務局がさせていただいたとい うことでよろしいかと思 うんですが、不動産の売却、あるい

は事業の売却というところについては、少なくとも不動産のところについては、作業をタ

スクフォース事務局が云々かんぬんし、こういう分類をしたのがタスクフォース事務局で、

結果としては、こうこう、こうい うふ うになつたとい うのは、委員会 としてはとい う書き

方になつているというのが 57ページなので、それと同じような書き方にすると、こちら

がどうなるか、今すぐには、にわかにはできませんけれども、発想 としては同じように書

かせていただいてよろしいでしょうかとい うことです。

○仙谷前内閣官房副長官 57ページは、分類作業をしましたとい うことですね。

○||||| はい。

○下河辺委員長 ||||と しては、報告書の中に委員会の結論 としてこれが記述される

ことについては、そもそも委員会の審議において、この点について明確な結論づけがされ

ていた事実もないので、手続的にはそれが 1つ。それから、 2つ 日としてヽそのような結

論の在 り方そのものに、実態的に自分としては賛成できない面もあるので、両方の要因が

絡まつて云々という、そ うい う御意見に、この段階でなるとい うことですか。

○■■|■ 賛成できないとい うか、全くこれを否定するとい うことではないんですけれ

ども、そ うい うことではないんですが、支援機構の方で、こういうことについてはもう一

回ちゃんと考えて、結論は一緒かもしれないですけれ ども、余 りにも断定的に言つてしま
'う と、次の支援機構での判断で縛 りが出るといけないかもしれないと思った。

○下河辺委員長 そ うい う懸念もないわけではないのでとい う。

○|||| ですから、これが全部正 しくないとか、間違っているとか、そ うい うことと

は意味が違っていてということでございます。

○仙谷前内閣官房副長官 アローワンスを残 した方がいいんではないかと。

○|■■■ そぅぃぅことです。それだけです。

:凸凸出風

員

贔.路 源冒lil=ヒ F鼻〔|こ 丁寧な書き方でわかりやすいんです

が、よろしいと思 うんですが、事務局の判断、書かれたことに私自身は同意 してお ります

ので、「委員会は」でいいのかなとい う感 じです。ここで仮に答申しても、実際に事業計画

をつくるときには、これに縛 られる必要はないと思っていますので、これは 1つ の答申で

あるから、これと違 う結論を導いても、不動産のところについてはやれるんではないかと

いう気がするんです。個別案件ですから。基本の骨格のところを縛 られると困るんですけ
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れども。今、そ う

○下河辺委員長

い うふ うに感 じました。

ありがとうございました。

○|||| まず第一に、私は|||■ がここにこだわられるのは実にもつともだと思 う

んですが、ここの部分も突出して不満があつたところだつたと私も記憶 しています。■■

||だ けでなく、私も、この分類基準だとか、この発想もオーソライズしたと言われるの

はちょつと困ると申し上げたつもりでした。ただ、売却のものについて、これは単なる試

算であって、ゼロから全部見直してしまいます というほど弱い合意ではなかつたと思 うの

で、基本的には、理由をもう一度見せていただいて、一つひとつをちゃんと見て、それで

一応、了解 したと私は思つていましたので、文章はタスクフォースと直 していただきたい

というのはあるのと、それから、機構に移つた後で、ここにあるものは金科玉条で 1つ も

動かさないという解釈をされるのはまずいんですが、
tし

かし、これが一応、ベースにはな

るとい うことは合意 しているのではないか。||■ ■はそ うい う言図で言われたので、こ

れは単なる試算で、ゼロからや り直します と言つたわけではない。その意味でちゃんとオ

ーソライズはしているとおつしやつたんだと理解 してお ります。

ollll そのとお りでございます。

○下河辺委員長      どうぞ、御発言。

ollll 今t llllが おっしやつたことがそのとおりでございまして、何度も申し

上げますが、不動産とか有価証券については、この書き方で結構です。ただ、子会社のこ

とについては、先ほど前副長官がおつしやつたように、まだ変わる可能性 もあるので、少

しだけアローワンスを持たせていただけた方がいいとい うだけでございます。ですから、

ベースとしてこれを活用していくとい うことについては変わりはしないんですが、書きぶ

りだけの話です。

○西山事務局長 その意味で、先に申し上げればよかつたんですが、私も見落としていた

のですが、65ページの一番下に、そ うい う趣旨で書いているつもりでございまして、「な

お、今回の調査では、時間的な制約がある中で原則として持続更新により事業の継続・非

継続を分類 したが、共同出資者等の協議や事業の特殊性等、分離に際 して関係者 ごとの」

云々かんぬんとい うことで、結論においては 「支援機構において、当該分類を継続検討す

る必要がある。」と書いてございますので、一応、そこで受けているつもりにはしてお りま

して、そ うい う前提では読んでいただきたいと思います。

○仙谷前内閣官房副長官 だから、委員会の意見としては、当該分類を継続検討する必要

があると、こういう結論で。

olll■  おっしやるとお りです。

○仙谷前内閣官房日1長官 だから、事務局はこうで、その上にのつかつているけれ ども、

委員会 としては、この問題は次の①以下書いてあるような、大変重要なポイン トがあるん

で、継続検討する必要があるとい うのが委員会の結論だと、こうい うことでいいんではな
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いですか。だから、この 65ページの部分だけ「TF事務局として」と直したら。

○西山事務局長 はい。

○仙谷前内閣官房副長官 確かにここはこれからも議論の余地があるし、この間も議論の

余地がありますね。将来の絵図との関係もあるから。

○下河辺委員長 では、この 65ページの関係、ただいま仙谷前 リーダーがおっしゃられ

たようなところで、用語についての取替えと、それに伴つて、最低限、文章的に、タスク

フォースと委員会とを微妙に接続する若干の修文がそれに伴って必要かなとい う気もしま

すので、そこら辺の取扱いについては、修文レベルの話とい うことで、委員長に御一任い

ただけますか。

○||||| はい。

○下河辺委員長 どうぞ。

○|||| ちょっと 1点いいですか。そのとお りで結構なんですけれども、これは私も

申し上げたんですが、結局、電気事業 との関係性 とい うところを切 り口にしていますね。

これは逆にい うと、東電の経営、つまりどうい うふ うに将来あるべきかとい うこととリン

クしているんです。要するに半分公的管理あるいは公的管理の下でシュ リンクしたような、

電力に特化 したような経営であれば、将来、電気事業との関連性がそんなになくても、非

常にもうかるかもしれない事業を委ねられる主体ではないとい うことになると思います し、

そ うではなくて、逆にもつと自立的に経営 していくのであれば、それは電気事業 との関連

性が薄いか、濃いかに関係なくもうかるものをやればいいのではないかとい うことにもな

ります し、そこは多分長期的な在 り方と関係するんだと思います。だから、そ うい う意味

で、これは 1つ の考え方ですけれ ども、より継続的に検討 していったらいいのではないか

ということだと思います。

○下河辺委員長 ||||、 ありがとうございます。

この点はそ ういうことで、取扱い、修正を行 うとい うことで御了解をお願いいたします。

。■■■■

点

襲霞量量[1[I鼻 :11掌 Ls「F冒[｀

どうぞ。

,料金値上げに書いてあるところは、すべて

可能性があるとい う言い方をしています。でも、これは全体 としてのシミュレーションか

ら何から必然的に見てくると、可能性があるとい うのは not impossibleと い う意味なんで

す。soluble以 上に、むしろ inevitableに 近いぐらいの感 じのシミュレーション結果にな

つているので、何らかの料金値上げは不可避であると書いておいた方がよりいいのではな

いかと思います。ここに遊びを付けておくことによって、いろんな議論が料金値上げの前

提条件としてあり得るんだとい うイメージが出てきてしまうんですけれ ども、かなり緊急

な問題 として、応急的な問題 として、料金値上げは不可避であると私はこのシミュレーシ

ョンから全体を見て思 うので、そこはやはりごく自然な流れ として見ると、料金値上げは

避け難い。 どんな形になるかは別 として、そういぅところは書き方を余 り非現実的な書き

方にしない方がよろしいのではないかとい うのが 1点です。
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いのではないかとい う気がします。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

それでは、最初の料金値上げ問題は、避け難いとい うシミュレーションの結果 もこれを

避けて通ることができないので、その点については、私ども調査委員会の報告書の中でも、

今後の世論といいますか、この問題をめぐるさまざまな議論が方向性においてミスリー ド

されないように、当委員会の資任において避け難いんだとい うことだけはきちつと打ち出

すべきではないかとい っ||||の 御意見です。

その点について、お手元に資料 3が配 られてお ります。文言がこのとお りかどうかは別

にいたしまして、原案程度の トーンでとどめておくべきなのか、私どもの委員会の後には

この報告書を提出して、いよいよ実践的に大変な作業に取 り組むことになる支援機構の運

営委員会 とい うものがあるわけですけれ ども、それはそれとして、委員会の方 としたら、

||||の ような御意見は十分踏まえた上でも、今回は原案どお りでとどめて、更に料金

の値上げ問題については、さまざまな条件が絡み合つた中での判断が必要になるというこ

とを踏まえた場合には、今回は原案どお り、いやいや、そ うではないんだ、代替案、 1つ

の案として活字化 してお ります一定程度の料金値上げが必要、不可避であるとい うところ

まで打ち出すべきだというあれになるわけですけれども、この点について、是非委員の方

から御意見をいただきたいと思います。

日 、どうぞ。

○■■■■  これは代替案のところ、資料 3を 見た方がいいと思います。代替案のところ

を読むと、誠にわか りにくい文章なんです。何を書いてあるのかよくわからない。私の頭

が悪いのかもしれませんが、 2行 日から読みますと「政府保証枠 2兆 円の枠を趨える多額

の資金の調達が新たに必要となるが」とあつて、この資金調達が必要になるといつたとこ

ろで、もう「このような政府資金」と、資金調達が政府資金につながつてしまつているん

です。もつといろんな手段があるはずです。

もう一つ、次の 4行 日ぐらいから「資金計画は国民負担の最小化の観点から望ましくな

く」とあるんですが、これもそのとお りだと思います。ずつと読みます。「東電 として一定

の範囲内で自立的に資金繰 りを維持できる事業計画を策定するためには、一定程度の料金

値上げが必要と考えられる」。一定程度の料金値上げとい うのは、つまり国民負担なんです。

ですから、 2行前で「資金計画は国民負担の最小化の観点から望ましくなく」と書いなが

ら、 2行後には 「一定程度の料金値上げ」 とい う国民負担を強いているとい う論理矛盾が

ここで起きている。ここでいろんなことが丁寧でなく書かれているので、これでは理解 し
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難い、文章としても変だということです。

あと、今の時点で、我々が料金値上げは inevitableで ある、今の言葉で避け難いんだと

い うことを断定できるほど、この委員会がいろんな諸条件に突っ込んだであろうかとい う

疑間があります。 したがつて、料金値上げについては、む しろ特別事業計画の中で東電の

諸条件ももうちょっと現実的に深 くチェックしながら、その中で実質的に決めていった方

がよろしい。

なお、個人的な意見 としては、料金値上げは避 けられない とい う感覚は持 ってお ります。

しか し、表現 としては、 どうもここで言 うのはいかがなものか とい う感 じです。

○下河辺委員長 
―

、 どうぞ。

○|||| お気持ちもわかるんですが、ただ、支援機構がこれからやつていく上で、そ

の話は議論されると思 うんですが、支援機構にできるだけや りやすいような形で引き継い

であげるのがいいとい う気がするんです。そ うすると、幾ら、いつか らとい うことを決め

る必要は全 くないんですけれ ども、シミュレーションをやって、そ して、不要資産の売却

あるいは経営のス トリームライン化をやつた結果、それで必要とされ る資金のすべてを賄

うような形にはとてもなり得ないということはわかっているわけなので、料金の値上げと

いうのは避け難いとい うぐらいのところは、認識としては書いておいても、

の人がやりやすくなるようにしてあげた

らいいのではないかという程度のことなんです。可能性があるとい うのはいかにも自々し

くて、いかにも逃げているとい う印象を与えますから、逃げないで、一応 自然体で物を言

つたという形の方が、

う感 じもするんです。

ろうとい

○下河辺委員長 =、 どうぞ。

○|||■  料金値上げを適用するのは、規制の部分の料金値上げですね。これは燃料費

調整制度では賄い切れないようなもの、要するに電源構成が大きく変わったので、それで

値上げを申請 します という話です。ですから、自由イヒの部分であれば、ある意味ネゴでで

きる話なんです。要するに、経済産業大臣の認可が必要なポンチは規制の部分の話なんで

す。電源構成が大きく変わるとい うのは、結局、原発がどうなるかとい うこととかなリリ

ンクしている話なので、料金値上げといったときに何を言つているのかとい うこと、今み

たいな話は普通の国民には余 り理解されていない話だと思 うんです。

料金値上げの意味なんですけれ ども、先ほど|■■■がぉっしゃった国民負担 と考える

かどうか。これは要するに利用者、それも規制部分の利用者の負担なので、逆に上の国民

負担というのは、結局、納税者の金が入るとい うのが、ある意味、東電管内以外の別のい

わゆる一般国民が負担 しなければいけないとい うことなので、これは明らかに意味合いも

また違 うと思います。

だから、今、言つたようなことを正確に理解 した上で、これをどこまでわか りやすく国
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民に示すかということは、委員会に求められていることだし、この委員会 と機構 との関係

を考えた場合、この委員会の方がやは り政府から独立性の高い委員会だとい うことになる

と思 うんです。機構はある意味、経産大臣の下に置かれる独立行政法人なので、より客観

性を保つ とい う意味においては、委員会で言わないと、機構はもつと言いづらいとい うこ

とに多分なるんだろうと思います。

○下河辺委員長 今の御意見はそこまででよろしいですか。

olll■  したがって、そ うい うことを考えると、この大胆な表現でいいかどうかはわ

か りませんけれども、ある程度の料金値上げが必要だということは言わぎるを得ないと思

います。この委員会がここで判断を中途半端にしてしまうと、後で引き継 ぐ機構が結構追

いつめられることにな ります し、今、申し上げたようなことを前提にすれば、東電との関

係でも、彼 らが必要だと思えば、自由化部分はどんどん交渉すると思います。そ ういうこ

とも考えると、値上げの幅を抑えるとい うことも 1つ です し、一定程度の値上げというの

はどの程度かわかりませんが、ある意味、その値上げは必要だけれども、それをできるだ

け抑えるとい うことを、この委員会で言つておかないといけないということだと思 うんで

す。そこも全部機構に丸投げして しまうと、機構が非常に大変なところに追い込まれるの

ではないかという気が します。

○下河辺委員長 どうもありがとうございました。

当委員会は||||に 改めておつしやらてぃただぃたとお り、独立性の高い第二者委員

会 とい う性格は持つておりますけれども、いろんな意味で最初の段階からタスクフオース

の リーダーとして、新旧の副長官にも御協力いただいている委員会でもあります。ここか

ら先の最終的なとりまとめを諮るに当たつて、是非お二人のチームリーダーからこの点に

ついて、端的に言えば、経産大臣の発言もあつたりして、極めてセンシテイブな問題にな

っています し、委員会 として、そこまでのゾーンに足を踏み込むべきなのかどうかという

判断もまた別の軸としてあるとい う気もしなくもない。

お二人から御意見を聞く前に、|■|■からお願いします。

○|■|■ 代替案の代替案というと変なんですが、||■|あ るいは|■|■からは絶

対におしかりを受けると思うんですが、望ましくないということを言 うほど私たちはこの

問題をきちんと議論していないと思うので、こういう状況になるには「必要だ」はいいけ

れども「望ましくなく」は言いたくないんです。

どうしてかというと、先ほどおつしやつたとおり、もし値上げをしないとするならば、

政府からお金が出てくるという格好になつて、結局、納税者の負担になるでしよう。それ

で本当にいいのかという構造を示す。 したがつて、値上げしないんだつたら、それは不可

避ということは事実だから、このシミユレーションから明らかだから言つてもいいかもし

れないけれども、そこから出てくるのと値上げのどちらが望ましいですかということまで、

この委員会で言う必要があるのか。

例えば代替案のところで「2兆円の枠を超える多額の資金の調達が新たに必要となる」
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で切つて 「このような政府資金のみを当てにした資金計画は国民負担の最小化の観点から

望ましくなく」は切る。

○下河辺委員長 bll除 とい うことですね。

ollll 削除です。

「東電として一定の範囲内で自立的に資金繰 りを維持できる事業計画を策定するために

は、一定程度の慮基準値上げが必要と考えられる」というのは、客観的な事実だと思 うの

で、このような事実を示 して、それで料金値上げを嫌だと言つていた ら、結局、別の形で

負担になるとい う事実を示すことは意味があると思うので、そ うい う文章ではだめでしょ

うか。||1日 のあれからい うと「望ましくなく」は不可欠であるとは思 うのですが、私

はこれはなしでいいと思います。だめですか。

oI f/.ttefa : rib'" < L\/J L \tuTf'
○|||■  したがって、私が言つたのは、代替案の代替案 とい う提案でした。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

チームリーダーのお二人から何か御意見ございますか。

○齋藤内閣官房副長官 今 日の後半をお聞きして、150ベージとか 151ペ ージの書きぶ り

があるわけです。「6.1.3 現行料金制度 とその運用の問題点と見直しの方向性」。先ほどの

事務局の説明で 「以上を踏まえ、料金制度及びその運用については、規制当局において以

下のような見直 しを行 うべきではないか」とい う一連の記述をしているわけで、ここを避

けて通れないのではないかとい う判断を総体的にしているものそすか ら、そこの点につい

てはいかがなのか。む しろ、この間の議論の過程の中で、今の料金値上げの不可避などに

結び付けるとしたらどうなんだろうかとい うことについて、ここはそ うではないんだとい

うことなどを御説明いただければありがたいと思います。

○下河辺委員長 どうぞ。

○西曲事務局長 私がお答えをしてよろしければ、先ほどやや御説明をさせていただいた

のと重複するんでございますが、代替案を前提 として考えると、端的にい うと、もし代替

案を採用する場合には料金の値上げが必要である、あるいは避けられない。それをする場

合には、先ほど申し上げたような最低限の料金制度及び運用の手当、当たり前ですけれど

も、コス トはコス トとして認識をする。合理化計画の全部かどうかは別にしまして、それ

を反映 したコス トにする。それから、東電にある種のインセンティブを与えるといつたよ

うな設計をする必要があつて、それは委員からの御指摘も踏まえて、そ うした検討が速や

かに行われるべきである。まさにそれがある種組み合わせにはなつている。必要なのです

るということです。

○下河辺委員長 どうぞ。

○齋藤内閣官房副長官 経産大臣の発言があります し、内閣全体の政治の発言等があるこ

とは事実で、率直にいえば、ここに来る過程でいかに国民的な共通認識、共通項に立つこ

とができるんだろうかということが脳裏にあるということです。
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ただ、委員会は委員会としてのこの間の経緯もありますから、それは先に議論 してきた

前 リーダーか らお願い します。

○下河辺委員長 仙谷先生、お願いします。

○仙谷前内閣官房冨1長 官 先ほど質問したことも、そのことと関係があるとい う前提で質

問をしたわけであります。当初、機構法案をつくるときに、特別負担金 と一般負担金を国

民の料金で賄 う。他の電力会社の分も賄 うとい うチャー ト図というか、そ ういう前提で機

構法がつ くられ るとい うか、                    ここか らが出発点
瞬 鬱凛J■
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だつたわけです。だけれども、簡単に電気料金でそれを直立的に賄 うとい う絵は、政治的

にも通 らない し、東電の経営・財務を改めて洗 う。更にその発展、経営の先には、多分総

括原価方式の問題 とか、この間の日本の電力産業が持ってきたいろいろな問題があるので

はないかとい う予感の下に、あそこは一応切つたわけです。つまり電気料金 と負担金の関

係の直立性は切つた、そうい う法案にしたとい うことであります。

当面はとい うか、どこまでかはわか りませんが、損害賠償を賄 うために支援はします と

いう図式でここまで来たわけですが、いまだに損害賠償を賄 うための支援がいかほどにな

るのかとい うのは、企業会計上もそれほど確定的に書けない事態であることは間違えない。

それから、除染という問題が出てきて、これをとりあえず国が全部費用でやるにしても、

国がやる場合、これは一体機構が賄 うべき費用 としてカウン トしていくのか、それ とも別

の省庁の予算で、ただし、かかつた費用は東電に請求するという、要するに債務として徐々

に発生していくのか、予測をされた分をどかんと東電に計上させるのか、ややこしい問題

もまた現時点で出てきているわけです。そこへ議論として、総括原価主義の問題あるいは

卸電力の問題、更には先ほど申し上げたように世界経済危機との関係で、資源価格と為替

レー トの問題まで出てきている、こういうことです。

そうだとすると、||||が おつしやるように、電力料金の値上げは免れないというの

は率直に理解 しますし、どこかでだれかが先陣を切つておかなければならないというのも

よくわかります。しかし、問題は、その料金値上げは何のため、何をカバーするための料

金値上げなのかということを書けるかどうかだという感じがするんです。つまり損害賠償

を適切に支払 う。そして、それを国が支援する。その支援した国を長期間かかつて賄 うた

めの、つまり以前の負担金をつくり出すための料金値上げではないとすれば、まずそこを

置くとすれば、何のための料金値上げなのか。原子力発電所が再稼働 しにくいことに対す

る燃料転換というか、資源転換をカバーするための料金値上げということになると、それ

は別に東電だけの話ではない。東電が引き起こしたことから派生した問題ではあるけれど

も、それはガス、オイルを多く使わなければならないことによる燃料引き上げということ

になる。

そういう前提に立つと、もう一つの問題は、なぜそれが今の方式でカウン トされなけれ

ばいけないのか。この報告書の中でも、ある種の検討されなければならない料金設定の非

合理性みたいなことが書かれているのに、そのことが是正されないで、料金値上げ不可避

26



という結論をなぜ書くのかとい うことも出てくる。特に政治的には、そこは大変強い勢い

で出てくる可能性があると思います。復興予算 と財源 とそれをどの程度税で賄 うかとい う

ときの議論でもそ うなんだから、今度の原発の話は、金目の話 としては容易ならざる話に

なつてくる可能性もあると見ています。ましてやどのぐらいの賠償 とか、収束オペ レーシ

ョンプラス除染まで含めたオペ レーションにかかるものがわからない とい う段階で、それ

を賄 うための料金値上げみたいな印象になつてくると、

のぐらい料金値上げをしたらいいんだとい う問いに、今の段階では多分答えられないと思

うんです。

更にその反面、ここに書かれているように、

だから、今の時点で、せざるを得ない、料金値上げは不可避であると書くとしても、特

に素人さんにというか、国民にわかるように留保条件を付けないと、そこまで書き切れな

いのではないか。さすがの私でも書き切れないという感 じが します。

○齋藤内閣官房副長官 巻頭に付けた文章の最後の (4)に 表現 してあるものでいかがな

のかと思います。

○仙谷前内閣官房副長官 ワンパ ッケージで出さないと、なかなか難 しいかもわからない。

だから、早急にやらなければいけないとい うことだけは間違えがないので、そんなにたら

たらと、何年も経つてから、ようや く総括原価方式を変えることができるまではできませ

んみたいなことを言い続けるとい うのは、

,そ れもあるということです。

○|||| ちょっとょろしいですか。今のお話で、もしこの場で、言つてみれば「可能

性がある」でしばらく先送 りしたとしても、そ う遠くない将来には必ずその問題に直面す

ることにならざるを得ないと思 うんです。つまりこれは恒久対策ではなくて、応急対策 と

しての料金値上げが必要になるとい うことだと思 うんです。それが 1つです。

もう一つ、確かに仙谷代行がおっしゃるように、何のための料金値上げかとい うのが決

まらない部分がある。ただ、これは書き方次第でありまして、例えば燃料費のアップある

いは廃炉の費用、損害賠償、すべての経費の うち、わからない部分が多いわけですから、

少なくとも火力燃料の購入に伴 うコス トアップについてだけ考えてみても、経営の合理化

では賄い切れないので、料金値上げは一定程度避けられないものと思われるとい う書き方

であれば、わからないことはわからないと言つてしまえばいいのではないか。

もう一つ、先ほどお話 しましたように、応急手当としての料金値上げというのは、さま
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ざまな総括原価の見直 じめょぅな、将来の電力業界の構造をどうしていくかとい う議論 と

は別に早く必要になってくると思われます。 したがいまして、いわゆる制度の問題 と、言

つてみれば不可分の形で結び付けておきますと、今度は応急の値上げをするときに、こち

ら側が舌をかまなければいけなくなることもありますので、その辺のところはどうなんで

しょうか。

○下河湮委員長 ||1日、どラぞ。

○|||■  まず先ほど申し上げましたように、どう考えても、これは電気料金を値上げ

せざるを得ないと個人的に思っているんですが、この報告書の全体の構成を見ても、150

ページの「6.1.3 現行料金制度 とその運用の F・3題点と見直しの方向性」とい うことで、以

降 152ページまで、るる取 り組むべき将来の課題、今後の課題 とい うのがたくさんあるわ

けです。これは定性的なので、多分これを定量的に直しても、料金値上げはせざるを得な

いんだろうと思いますけれども、ただ、これだけたくさん料金に絡んで検討すべき課題を

ここに提示 しておいて、そ ういう前提で、これがまだ未検討な状態で料金値上げは必要だ

と言い切るというのは、全体の構成からして、私は無理があるという気がするんです。で

すから、ここはこうい う将来の課題をいつばい指摘 したので、値上げのことは明確にしな

いでおいた方がいいというのが私の判断です。

○下河辺委員長 ありが|と うございました。

その点について、御発言のない|||■ ございますか。

○|■■1 私も今の日|||と 同様に、今回には値上げ不可避 とい うような断定的な表

現とい うのは避けた方がいいと思います。先ほど仙谷さんがおっしゃったように、何のた

めの値上げかとい うのがなかなか国民の方にわからない可能性がとても高いかもしれない

ということ、それから、支援機構の負担金 と料金を分けて建てつけたこととか、論理的な

ところでの武装がすごく難 しくなるのではないかと思いました。

それから、やはり今回の報告書で、いろんな制度矛膚の話を書いている中で、どういう

料金311度 だったら値上げがいいんだとい うところまでは、到底今回は踏み込めなかつたと

思いますので、今の原案の表現が今は望ま しいのではないかと思います。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

委員会としては、本 国お忙 しい中御出席をぃただいてお ります、お二人の新 1日 のチーム

リーダーから政府並びに与党としてのお立場からの御意見も承ることができたと思います。

時F.5の 関係はとやかく書いませんけれ ども、委員会としては今 日が最終 とい うことで、

報告警のとりまとめは是非したいと委員長 としては考えていますので、意見が結論的には

若干分かれたまま最終段階を迎えていると考えてお ります。

第一回の委員会で御確認をいただいた当委員会の運営要領によれば、議事は原則 として

出席委員全員の一致により決するものとする。ただし、出席委員全員の一致が見 られない

ような事態が生じた場合には、委員長の裁断により、出席委員の過半数によつて決するこ

とができるという、委員会の意見をとりまとめるためのやむを得ない手続規定を確認させ
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ていただいているところでございます。

委員長の裁断としては、今回の報告書は従前どお りの原案、この中には、言葉 として料

金値上げとい う言葉も使われているとい うことで上げて、月が変わって来月以降、いよい

よ業務が開始される支援機構の運営委員会の段階で、全面的にこの問題について取 り組ん

でいただくことにいた しまして、当委員会の報告書としては、原案とい うことでまとめた

いと思つてお りますけれども、これでよろしいですか。委員の御賛成をいただけますか。

○■■|■ 皆さんの御意見なら、それで結構です。

○下河辺委員長 ありがとうございます。

委員の方、御賛成いただけますでしょうか。

(「 異議なし」と声あり)

○下河辺委員長 わか りました。それでは、この点については、原案 どお りとい う形で最

終的にとりまとめることにいた します。

西山局長から全部で 1～ 9ま で御報告いただいてお りますけれ ども、その他の点につい

てはよろしゅうございますか。若干文章的な修文は、最後の段階において、委員長の責任

において、最善を尽くして修文させていただきたぃと思います。

それでは、最後に本体部分のとりまとめについて、事務局長から何かありますか。よろ

しいですか。

○西山事務局長 本体部分はございません。

○下河辺委員長 それでは、予定 してお りました時間となりましたので、本 日の第 9回 の

委員会はこれで終わりにしたいと思います。

後ほど改めて西山事務局長から御説明がありますけれども、最終とな ります第 10回の

委員会は、週明け、10月 3日 の月曜 日になります。

最後に報告書のとりまとめができましたので、委員長として一言御ネLを 申し上げさせて

いただきます。

本 日、委員会の報告書を当初の予定 どお り9月 中にとりまとめることができました。ひ

とえに委員各位並びに仙谷前、齋藤現官房副長官をリーダーとするタスクフォース事務局
の西山事務局長を始めとする皆様方の並々ならぬ御努力、御協力の賜物であり、委員長と

して誠に感謝にたえないところであります。 6月 16日 の第一回委員会から3か月余 り、
これまでの各位の御協力に対 しまして、改めて心より御礼申し上げます。

それまでだれ しも想像できなかった巨大な大地震と大津波により、不幸にも東京電力の

福島第一原発の 1号機から4号機の全電源が喪失 し、あってはならない原発事故が発生 し

てから半年、我が国の産業、経済、そ して、民生にとってなくてはならないエネルギーの

根幹である東京電力の電力供給が大幅にダウンをし、未曽有の困難に我が国は直面いたし

ました。幸いにも官民挙げての省エネ、節電への取組みをもつて、今夏の危機的な電力状

況はどうにか乗 り切ることができましたが、世界的な金融経済の一層の厳 しさと、先行き
の不透明感を増す今 日にあって、我が国の産業と経済が再び力強い成長と発展を取 り戻す
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ためにも、必要とされる電力の確固たる供給体制が早急に確保、実現 されなければなりま

せん。そのためにも東京電力の経営と資産の効率化が何よりも強く求められるところであ

ります。

そ して、また、多くの原発事故の被災者の皆様に対 し、受けられた被害の迅速な賠償が

最大限実現されなければなりません。

本 日、お陰様をもちまして、とりまとめることができました私ども委員会の報告書が、

原子力損害賠償支援機構が東京電力とともに策定いたします特別事業計画の内容に神益す

るものが多いものであることを委員長 としては心から願 うものであります。

なお、本 日の報告書案のお取扱いにつきましては、重ね重ねで恐縮ですが、最大限の御

配慮をお願いいたしたいと思つてお ります。

以上、とりまとめができました段階での委員長 としての御礼のごあいさつでございます。

それでは、今後のことについて、西山事務局長から御説明をお願いいたします。

○西山事務局長 事務局としてはかなり気をつけているつもりなのですが、新聞にもよく

出てしまつた りするものですから、委員会の報告については、相当慎重に取 り扱 う必要が

ございます。

先ほど御確認させていただければよろしかつたんですが、大きく分けて 3つ御修正があ

りまして、まず全体を 3部構成にして、総論を初めにという形に載せます という点と、■

||■ から御指摘のあつた委員会のところをタスクフオース事務局に書きかえる部分があ

るとい う点と、最後の点は原案どお りとい う意味では修正がないとい うことかもしれませ

んが、最後の点を確認 させていただいたわけです。

まず申し訳ないんですが、数字の精査もする必要があるものですから、技術的に 「タス

クフォース事務局として」と直した部分がよろしいかどうかだけ、委員各位にお届けする

なり何なりして確認をさせていただき、最終的な数字もすべて固まつた最終報告案は、多

分月曜 日の朝にならないと印刷ができていないかもしれませんので、月曜 日の朝―で基本

的にはお届けをさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。

○下河辺委員長 了解いたします。

○西山事務局長 その上で、月曜 日の 3時 15分から官邸で総理に提出をさせていただく

ことになつてお りまして、私の方から申し上げてよろしいかどうかわか りませんが、基本

的には提出をするだけのとv｀ うと、ちよつと言葉に語弊がありますが、それが中心でござ

います。中身を総理に御説明するとい うよりは、多分委員各位から御発言をいただいた方

がよろしいかと思いますので、段取 りとしては、各委員からという方向でさせていただき

たいと思います。30分委員会の報告書を説明するということではなくてとい うことで、よ

ろしくお願いいたします。

委員会終了後、記者会見を行つてそこで発表する。普通この種の政府のものですと、記

者クラブがあると、事前に説明をしてとい うのがあるんですが、残念ながら、内閣官房だ

と何が記者会なのか、だれが記者なのかももはやわからなくなつているとい うことと、金
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曜日にこれを説明して、月曜 日までもヽせる自信は書底ありませんので、申し訳ないんで

すが、そうさせていただきたぃと思います。

○下河辺委員長 以上ですか。

O西山事務局長 以上です。

○下河辺委員長 それでは、本日の第 9回 の委員会はこれで終了いたします。

通常であれば、この後、記者プレスに対するプレゼンがございますが、今日の審雛摯す

べて報告書の実質内容でございますので、プレゼンは行わないという形で通報しておりま

す|そのかわり、御退室、御退場なさるときに、プレスのぶら下がりが若干しつこくある

かもしれませんけれども、よろしくお願いいたしたいと思います。

長時間どうもありがとうございました。御協力に感謝いたします。

■
■
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